
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市は、財源確保を目的として、中区万代町所在の横浜市技能文化会館の壁面に広告

を掲出する事業者を募集します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

募集概要 

(1) 対象施設 

名 称 横浜市技能文化会館壁面広告 

所 在 横浜市中区万代町２丁目４番地７ 

交 通 ア ク セ ス 
JR 根岸線「関内駅」から徒歩５分、 

市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木
い せ ざ き

長者
ちょうじゃ

町
ま ち

駅
え き

」から徒歩３分 

施 設 の 利 用 者 数 

（令和７年度実績） 

貸室利用者数：160,536 名、駐車場利用台数：25,728 台、 

市民講座参加者数：1,832 名、労働相談等利用者数：1,489 名 

広 告 設 置 場 所 技能文化会館の駐車場側の壁面（上記地図、写真参照） 

広 告 掲 出 期 間 
令和９年４月１日～令和 13 年３月 31 日 

※１年ごとに使用許可を受けていただく必要があります。 

入 居 施 設 

・公益財団法人横浜市シルバー人材センター本部（８階） 

・横浜市勤労者福祉共済事務室（５階） 

・横浜市技能職団体連絡協議会事務局（５階） 

・横浜地域連合事務室（４階） 

・横浜労働者福祉協議会事務室（４階） 

・横浜市中央職業訓練校（３階） 

・居酒屋 匠（地下１階） 

令 和 ８ 年 ７ 月 1 0 日 
経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜市技能文化会館の壁面に 
広告を掲出する事業者を募集します 

【裏面あり】 

横浜市技能文化会館 外観 

掲出可能スペース 

４ｍ 
掲出可能 
スペース 

５ｍ 

５ｍ 

掲出予定場所 

掲出予定場所 



 

 
 

(2) 申込期間 

   令和８年７月 10 日（金）午前 10 時～令和８年９月 16 日（水）午後５時 

 

(3) 広告掲出期間 

  令和９年４月１日～令和 13 年３月 31 日 

※１年ごとに使用許可を受けていただく必要があります。 

 

 (4) 申込対象者 

   広告代理店に限らせていただきます。広告主の方で広告掲載を希望される場合は、

広告代理店を通じてお申込みください。 

   ※広告主が決定していない場合は決定後、必ず広告内容等の審査を受けてください。 

 

(5) 詳細情報（ページ下部の「その他の施設・土地」に掲載） 

  下記リンクもしくは右横の二次元コードから詳細をご確認ください。 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/private- 

fund/ad/syousai/ad-shisetsu.html 

 

(6) 申込方法 

   申込書及び見積書を上記 WEB サイトよりダウンロードのうえ、下記申込み先まで

電子メールでご提出ください。 

 

   （申込先） 担当課名：横浜市経済局雇用労働課 

                 E メール：ke-ginou@city.yokohama.lg.jp 

 

(7) 掲出スペース（縦×横） 

  4,000 mm×5,000mm 

  ※地上５ｍから９ｍの範囲内 

※壁右側入隅から 40cm、左側の出隅から 40cm の範囲内の任意の５ｍ 

 

 

 

 

 
※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

お問合せ先 

雇用労働課長 新谷  電話 045-671-2303 

こちらの二次元コードから

もご参照いただけます。 
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